
 

 

2025年（令和7年）10月1日        中野労基だより          

 1 

2025 年（令和 7 年） 10 月（第 142 号）  

発行所 

 一般社団法人中野労働基準協会  

 中野市大字中野 1863‐1 

 TEL 0269‐22‐2255 

編集兼発行人  山 田 雄 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

本週間１０月１日から１０月７日です。 

スローガン 『ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて  

                    ストレスチェックで健康職場』  

 全国労働衛生週間は、今年で第７６回を迎えます。この間、労働衛生に関する意識

を高揚させるとともに職場での自主的な健康確保に大きな役割を果たしています。 

 労働者の健康をめぐる状況は、高齢者の就業率増加により、一般健康診断の有所見

率が上昇を続けているほか、何らかの疾病を抱えながら働いている労働者が増加して

おります。このほか、業務上疾病は引き続き高い発生件数で推移しております。 

このような状況を踏まえ、労働衛生意識の高揚を図ることを目指して、事業者及び

労働者が連携・協力しながら実施する事項が示されています。 

 

【全国労働衛生週間中に実施する事項】 

１ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 

２ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 

 ３ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 

 ４ 有害物の漏えいによる事故、酸素欠乏症等による 

事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施 

５ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文 

写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施  

 

 

 

 

 

 

（一社）中野労働基準協会ホームページ  https：//www.n-rouki.or.jp  
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中野地区 労働衛生大会 開催報告 

労働者の安全・健康管理や職場環境の改善を図ることを目的に「中野地区 労働衛生

大会」が、９月９日（火）に「中野労働基準監督署」「（一社）中野労働基準協会」が

主催し、管内の「災害防止６団体」の協賛を得て中野市市民会館（ソソラホール）に

おいて実施いたしました。出席者は、約５０名の事業主、担当者の方にご参集賜りま

した。ご協力大変ありがとうございました。 

 

【プログラム】                     

１ 開会のことば  労働衛生部会 副部会長「関」様 

（須坂市、アトリオン製菓㈱） 

２ あいさつ     主催者「半谷」会長（須坂市、㈱前田鉄工所） 

中野労働基準監督署「宮澤」署長 

３ 協賛団体の紹介 

 ４ 全国労働衛生週間実施要綱等の説明 

全国労働衛生週間実施要綱の説明  鳥谷 監督・安衛課長         

労働衛生対策等にかかる行政説明  榊原 労働基準監督官 

５ 労働衛生表彰の伝達 

  【表彰者】                    

優  良  賞                   

「新光電気工業株式会社 

 高丘工場」様 

（中野市草間１２１６－９） 

功  績  賞 

「葛 綿 正 延」様 

（中野市 中央自動車整備協業組合） 

産業保健功績賞 

 「大 峡 星 夫」様（欠席） 

（須坂市 大峡耳鼻咽喉科医院） 

６ 特別講演 

『お薬ちゃんと飲んでますか？ そのお薬、多すぎませんか？』 

            飯山赤十字病院 名誉院長 古 川 賢 一 氏 

７ 大会宣言    （案）を朗読し採択 

労働衛生部会 委員「篠原」様 

（須坂市、長野ジェコー㈱） 

８ 閉会のことば  労働衛生部会 委員「小池」様 

（須坂市、㈱ユー・ボディアンドペインティング） 

 

※大会開催にあたりご協力いただいた労働衛生部会の役員の皆さまには、 

心から御礼申し上げます。 
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 10 月は有給休暇取得促進期間です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野労働基準監督署からのお知らせ  
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長野県最低賃金の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「最低賃金制度」のお問い合わせは 

長野労働局 労働基準部 賃金室 ☎：０２６-２２３-０５５５ 

中野労働基準監督署      ☎：０２６９-２２-２１０５ 

 

労働安全衛生法等の改正（ストレスチェック 50 人未満の義務化） 

労働者数 50 人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務づけられ

ます。新たに関連するマニュアルが定められる予定です。 

その際、事業場の負担等を配慮し、施行までに十分な時間をとることとされてお

り、公布の日（令和７年 5 月 14 日）から「3 年以内」に政令で定める日から施行さ

れます。 

 

 

 

長野産業保健総合支援センターの紹介 

施設は、事業所を対象に健康で安心して働ける職場づくりのための「産業保健研修」 

「専門的な相談（ストレスチェック等）」を実施しています。 

また、労働者数５０人未満の事業所を対象にした「健康相談」「面接指導」は 

窓口＝地域産業保健センター 「中村」コーディネーターが担当しております。  

☎：０７０－８７９２－１９９９ 

ご利用は「無料」です（お気軽にご相談ください）。 

ホームページhttps://www.naganos.johas.go.jp/ 

 その他、事業所を対象とした様々な研修を実施しています。 

お気軽にお問い合わせください。 

窓口＝長野産業保健総合支援センター ☎：０２６－２２５－８５３３ 

中野労働基準協会からのお知らせ  

http://www.naganos.johas.go.jp/

